
～プラスチックはごみからリサイクルへ～

プラスチック製品の
出し方が変わります
プラスチック製品の
出し方が変わります

令和8年4月からスタート

朝日町では、令和 8 年 4 月から家庭ごみの分別ルールが変わります。これまで「燃やせないごみ」
として出していたプラスチック製品が、プラスチック製容器包装と同じプラスチック資源として
回収されます。資源物回収広場で分別して出せる品目が増え、ごみを減らし、使える資源を無駄に
しない取組みです。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

プラスチック資源かごにまとめて入れる

プラスチック製容器包装
マークがついている「容器」や「包装」

その他
コンビニ弁当の容器など

プラスチック素材100%で50㎝以下のもの
プラスチック製品

その他
ラップ、ポリ袋など

NEW

チャック付き保存袋

バケツ・洗面器

ハンガー

歯ブラシ

コップ

スプーン・フォーク

保存容器

ストロー家電製品の緩衝材

カップ麺の容器菓子袋

レトルトパック

食品の容器
たまごパック

・資源物回収広場
第1広場（泊地内）第2広場（殿町地内）
第3広場（舟川新地内）

・各町内の資源ステーション
（町内の任意設置）

裏面もご覧ください。

毎週 水・木・日
（1/1 ～1/3 を除く）

毎週 水・木・日
（1/1 ～1/3 を除く）

毎週 火・土
（1/1 ～1/3 を除く）

資源物に出す物は必ずきれいに洗ってから出すようにしてください。
「白トレイ専用回収かご」は、なくなります。「プラスチック資源かご」にまとめて入れてください。



資源物の出し方は
ホームページ、動画で
詳しく解説しています。

プラスチック資源に出せないもの

リサイクルに適したものは、これまでどおり回収協力店舗か役場住民・子ども課窓口までお持ちください。

判断に迷ったら、これまでどおり燃やせないごみに出してください。

大きさが50cmを超える大きなもの

※50cm以内に断裁すれば可能

※触っても汚れがつかない程度にきれいにすれば可能

※プラスチックだけにすれば可能

金属・ゴム類等が使用されているもの

感染性のおそれのあるもの汚れがついているもの

発火の危険性があるもの ■次のものも出せません
・強化プラスチック（テニスラケット・ヘルメットなど）

・網類（魚網・防鳥ネット・テニスネットなど）

・ペットボトル（これまでどおりペットボトル資源回収へ）

問合わせ先
朝日町役場

住民・子ども課
生活環境・定住係0765-83-1100

リチウムイオン電池類の分別収集を始めます
町内のごみステーションに出せるようになりました。
発火の危険があるため、必ず以下の手順を守ってください。

ごみステーションでは、他のごみ袋とは一緒にしないでください。

スプレー缶やライター等とは別々の袋にし、絶対に混ぜないでください。

③ 排出

レジ袋などの袋に入れ「リチウム」と明記してください。② 袋詰め
端子部分をビニールテープ等で覆ってください。① 絶縁

ごみ出しの手順

対象電池

小型家電から取り外したもの、予備バッテリー単体も対象 / 破損・膨張・水漏れがあるものも対象

金属・ガラス・粗大ごみの日

・ニッケル水素電池・ニカド電池リチウムイオン電池（モバイルバッテリー含む）

NEW


